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妊
婦
歯
科
健
康
診
査

対
妊
娠
　
週
～
　
週
の
初
妊
婦

１６

２７

※
　
週
を
超
え
た
方
は
健
康
課
へ

２７
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

日
６
月
５
日
（
火
）
午
後
１
時
～

２
時
　
分
受
け
付
け
（
所
要
時
間

１０

は
約
１
時
間
）

場
健
康
福
祉
会
館

内
歯
科
健
康
診
査
、
歯
科
相
談
、

正
し
い
歯
の
み
が
き
方
等

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

１５
申
電
話
で
イ
ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル

（
辺辺
７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
４
１
４

返
７
２
５
・
５
１
９
８

健
康
案
内

健
康
案
内

健
康
案
内

 講
演
会禁煙

治
療
最
前
線

日
６
月
　
日
（
土
）
午
前
　
時
～

１６

１０

正
午

場
健
康
福
祉
会
館

講
北
里
大
学
北
里
研
究
所
病
院
病

院
長
補
佐
・
鈴
木
幸
男
氏

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

６０
申
５
月
　
日
正
午
か
ら
電
話
で
イ

１１

ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺
７
２
４
・

５
６
５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
１
７
８

返
７
２
５
・
５
１
９
８

食
改
善
調
理
実
習

【
こ
つ
こ
つ
食
べ
よ
う
カ
ル
シ
ウ

ム
】

対
市
内
在
住
で
、
２
０
１
１
年
４

月
以
降
、
同
教
室
に
参
加
し
た
こ

と
の
な
い
方

日
６
月
６
日
（
水
）
午
前
９
時
　３０

分
～
午
後
１
時

場
健
康
福
祉
会
館

内
栄
養
士
の
話
、
調
理
実
習
等

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

２４
費
５
０
０
円
（
材
料
費
）

申
電
話
で
イ
ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル

（
辺辺
７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
１
７
８

返
７
２
５
・
５
１
９
８

普
通
救
命
講
習
会

対
市
内
在
住
、
在
勤
の
　
歳
以
上

１５

の
方

日
５
月
　
日
（
土
）
午
前
９
時
～

２６

正
午

場
健
康
福
祉
会
館

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

内
心
肺
蘇
生
法
、
異
物
除
去
法
、

Ａ
Ｅ
Ｄ
操
作
法

定
　
人
（
抽
選
）

３０
費
１
４
０
０
円

申
往
復
ハ
ガ
キ
に
講
習
会
名
・
開

催
日
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）

・
電
話
番
号
を
明
記
し
、　
５
月

　
日
ま
で
（
必
着
）
に
健
康
課
（
〒

１７　
―
０
０
１
３
、
原
町
田
５
―
８

１９４―
　
）
へ
。

２１
問
町
田
消
防
署
辺辺
７
２
２
・
０
１

１
９
、
町
田
市
健
康
課
辺辺
７
２
５

・
５
４
７
１
返
７
２
５
・
５
１
９
８

  
市
立
保
育
園

【
臨
時
保
育
士
】

対
保
育
士
資
格
を
お
持
ち
の
方

※
障
が
い
児
保
育
も
あ
り
ま
す
。

①
本
町
田
保
育
園
＝
１
人

日
６
月
８
日
～
２
０
１
３
年
３
月

　
日
の
月
～
金
曜
日
、
午
前
８
時

３１　
分
～
午
後
５
時

３０②
金
森
保
育
園
＝
１
人

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

日
６
月
１
日
～
２
０
１
３
年
３
月

　
日
の
月
～
金
曜
日
、
午
前
８
時

３１　
分
～
午
後
５
時

３０③
山
崎
保
育
園
＝
１
人

日
９
月
　
日
～
２
０
１
３
年
３
月

１４

　
日
の
月
～
金
曜
日
、
午
前
８
時

３１　
分
～
午
後
５
時

３０【
給
食
調
理
員
】

日
６
月
１
日
～
７
月
　
日
の
月
～

３１

金
曜
日
、
午
前
８
時
　
分
～
午
後

３０

５
時

勤
務
場
所
大
蔵
保
育
園
＝
１
人

【
用
務
員
】

日
５
月
　
日
～
２
０
１
３
年
３
月

１１

　
日
の
木
曜
日
、
午
前
８
時
　
分

３１

３０

～
午
後
５
時

勤
務
場
所
町
田
保
育
園
＝
１
人

【
補
助
パ
ー
ト
】

日
２
０
１
３
年
３
月
　
日
ま
で
の

３１

月
～
金
曜
日
、
午
後
４
時
　
分
～

３０

６
時
　
分
３０

勤
務
場
所
大
蔵
保
育
園
＝
２
人
、

山
崎
保
育
園
＝
１
人
、
町
田
保
育

園
＝
１
人

◇

申
電
話
で
子
育
て
支
援
課
（
辺辺
７

２
４
・
２
１
３
８
）
へ
。

 自
転
車
安
全
利
用
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を

実
施
中
で
す

　
市
と
町
田
・
南
大
沢
警
察
署
で

は
、
自
転
車
利
用
者
の
交
通
ル
ー

ル
の
 遵
守
 と
安
全
マ
ナ
ー
向
上
の

じ
ゅ
ん
し
ゅ

た
め
、
５
月
１
日
～
　
日
ま
で
の

３１

期
間
、
自
転
車
安
全
利
用
Ｔ
Ｏ
Ｋ

Ｙ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
て
い

ま
す
。

【
自
転
車
安
全
利
用
五
則
】

１
　
自
転
車
は
、
車
道
が
原
則
、

歩
道
は
例
外

２
　
車
道
は
左
側
を
通
行

３
　
歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、
車

道
寄
り
を
徐
行

４
　
安
全
ル
ー
ル
を
守
る
（
飲
酒

運
転
・
二
人
乗
り
・
並
進
の
禁
止
、

夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯
、
信
号
遵

守
、
交
差
点
で
の
一
時
停
止
と
安

全
確
認
）

５
　
子
ど
も
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着

用
（
児
童
・
幼
児
〔
　
歳
未
満
の

１３

子
ど
も
〕
の
保
護
責
任
者
は
、
児

童
・
幼
児
に
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

を
か
ぶ
ら
せ
る
）

問
交
通
安
全
課
辺辺
７
２
４
・
１
１

３
６
、
町
田
警
察
署
辺辺
７
２
２
・

０
１
１
０
、
南
大
沢
警
察
署
辺辺
０

４
２
・
６
５
３
・
０
１
１
０

２
０
１
２
年
度
～
介
助
犬
・
聴
導

犬
の給

付

申

請

対
肢
体
不
自
由
１
・
２
級
、
ま
た

は
聴
覚
障
が
い
２
級
で
　
歳
以
上

１８

の
方

※
希
望
す
る
方
は
、
５
月
　
日
ま

２５

で
に
、
障
が
い
福
祉
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

※
盲
導
犬
に
つ
い
て
は
随
時
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
障
が
い
福
祉
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
４
８
返
７
２
４
・
１
１
９
１

冒
険
遊
び
場

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

【
こ
ん
な
時
だ
か
ら
、
遊
び
の
持

つ
“
力
”
を
考
え
る
】

　
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

日
５
月
　
日
（
日
）
午
後
２
時
～

２７

４
時
　
分
３０

場
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
７
階
ホ
ー

ル
（
４
月
に
ま
ち
だ
中
央
公
民
館

か
ら
名
称
を
変
更
）

内
「
被
災
地
で
の
遊
び
場
づ
く

り
」
の
上
映
、
日
本
遊
び
場
作
り

協
会
副
代
表
・
天
野
秀
昭
氏
に
よ

る
講
演
「
よ
み
が
え
る
子
ど
も
の

輝
く
笑
顔
」、
町
田
の
冒
険
遊
び

場
活
動
に
つ
い
て
、
意
見
交
換
等

定
１
０
０
人
（
先
着
順
）

問
児
童
青
少
年
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
８
２
返
７
２
４
・
２
９
２
８

町
田
市
長

　

石
阪
丈
一

カ
ワ
セ
ミ

　　

通
信
66

カ
ワ
セ
ミ

　　

通
信
66

カ
ワ
セ
ミ

　　

通
信
66

カ
ワ
セ
ミ

　　

通
信
66

カ
ワ
セ
ミ

　　

通
信
66

　
広
袴
神
明
社
の
ふ
る
さ
と
の
森

に
、
ウ
グ
イ
ス
の
仲
間
の
セ
ン
ダ

イ
ム
シ
ク
イ
が
や
っ
て
き
ま
し

た
。
同
じ
く
夏
鳥
の
キ
ビ
タ
キ
も

渡
っ
て
き
ま
し
た
。
２
種
類
と

も
、
こ
の
森
で
の
滞
在
は
２
週
間

程
度
で
、
セ
ン
ダ
イ
ム
シ
ク
イ
は

低
い
山
へ
、
キ
ビ
タ
キ
は
亜
高
山

帯
の
山
へ
そ
れ
ぞ
れ
繁
殖
の
た
め

に
移
動
し
て
い
き
ま
す
。

　
ア
オ
サ
ギ
の
　
羽
ほ
ど
の
群
れ

１５

が
早
朝
の
上
空
を
北
の
方
角
に
、

隊
列
を
組
ん
で
山
を
超
え
て
い
き

ま
し
た
。
ヒ
ヨ
ド
リ
は
連
日
の
よ

う
に
、
や
は
り
北
に
向
か
っ
て
、

　
～
　
羽
程
度
の
群
れ
で
渡
っ
て

１０

２０

い
き
ま
す
。
冬
の
間
も
見
ら
れ
る

ヒ
ヨ
ド
リ
や
ス
ズ
メ
、
モ
ズ
な
ど

は
、
春
と
秋
に
、「
渡
り
」
を
す

る
個
体
と
渡
り
を
し
な
い
個
体
が

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
少
し
前
に
な
り
ま
す

が
、
先
月
中
旬
に
町
田
市
の
市
民

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
　
人
の
皆
さ
ん
と

９０

バ
ス
２
台
に
分
乗
し
て
、
東
日
本

大
震
災
で
被
災
し
た
宮
城
県
山
元

町
に
行
き
、
花
壇
作
り
の
お
手
伝

い
を
し
て
き
ま
し
た
。
山
元
町
の

齋
藤
町
長
や
約
　
人
の
町
の
皆
さ

５０

ん
も
参
加
し
、
役
場
入
り
口
に
花

の
広
場
を
作
り
ま
し
た
。
も
う
１

グ
ル
ー
プ
は
、
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
坂
元

駅
前
の
バ
ス
停
付
近
で
花
壇
を
作

り
ま
し
た
。
坂
元
駅
と
は
言
っ
て

も
、
津
波
の
た
め
に
常
磐
線
は
不

通
の
ま
ま
で
、
バ
ス
が
代
わ
り
に

走
っ
て
い
る
状
況
で
し
た
。

　
今
回
の
支
援
活
動
は
、
町
田
法

人
会
が
社
会
貢
献
活
動
の
一
つ
と

し
て
企
画
し
た
も
の
で
す
が
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
も
、
自
己

負
担
を
し
て
参
加
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
町
田
市
も
、
こ
の
企
画

に
賛
同
し
て
、
市
営
の
下
小
山
田

 苗
  圃
 で
育
て
た
花
苗
１
万
株
を

び
ょ
う
 
ほ

町
田
法
人
会
に
お
渡
し
し
、
被
災

地
支
援
活
動
の
お
手
伝
い
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
こ
れ
も
先
月
の
こ
と
で

す
が
、
同
じ
く
宮
城
県
東
部
の
多

賀
城
市
な
ど
被
災
市
町
の
清
掃
組

合
に
、
町
田
市
で
使
用
し
て
い
た

ご
み
収
集
車
を
寄
贈
し
ま
し
た
。

こ
の
活
動
も
市
民
団
体
と
の
協
働

で
、
収
集
車
の
現
地
へ
の
運
搬
や

手
続
き
な
ど
は
東
京
町
田
サ
ル
ビ

ア
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
が
担
当
し

ま
し
た
。

　
現
在
も
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
、
市

民
の
皆
さ
ん
に
被
災
地
を
支
援
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
引
き

続
き
の
支
援
活
動
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

曳
栄

叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
曳

栄
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡

曳 栄叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

曳 栄叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

該当する方は申請を

児童育成手当児童育成手当児童育成手当児童育成手当
　
児
童
育
成
手
当
は
、
５
月
１
日

か
ら
新
年
度
の
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

　
新
年
度
の
資
格
は
、
２
０
１
２

年
度（
２
０
１
１
年
中
）の
所
得
で

審
査
し
ま
す
。
前
年
度
は
所
得
超

過
で
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
方
や
、

ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
方
等
で
支

給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
は
申
請
し

て
下
さ
い
。
制
度
の
概
要
、
所
得

限
度
額
は
右
下
表
の
と
お
り
で

す
。

※
２
０
１
２
年
１
月
２
日
以
降
に

町
田
市
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
２

０
１
２
年
度
の
所
得
証
明
書
（
区

市
町
村
に
よ
っ
て
名
称
が
異
な

る
）
が
必
要
で
す
。
２
０
１
２
年

１
月
１
日
に
住
民
登
録
し
て
い
た

区
市
町
村
か
ら
お
取
り
寄
せ
下
さ

い
。

※
所
得
証
明
書
等
の
添
付
書
類
は

申
請
後
の
提
出
も
可
能
で
す
。

申し込み定　員会　場日　時会議名

直接会場へ
問循環型施設
整備課（辺辺７９７
・９６１５）

各２０人
（先着順）

森野分庁舎
４階会議室

５月２０日（日）
①午後１時～３
時②午後３時３０
分～５時３０分

ごみの資源化施設検討委
員会
①資源循環型施設整備基
本計画検討委員会
②整備基本計画専門部会

事前に電話で
介護保険課
（辺辺７２１・３１３６）
へ

４人
（申し込
み順）

健康福祉会
館２階健康
教育室

５月２３日（水）
午後６時３０分か
ら

町田市地域密着型サービ
ス運営委員会

６
面
へ
つ
づ
く

手当の種類と対象等
申請に必要なもの支給月額対　象名　称

請求者及び児童の戸
籍謄本、請求者の振
込先が分かるもの

１万３５００円
（請求翌月
から）

１９９４年４月２日以降に生まれ
た児童を養育している、ひと
り親家庭または父か母が重度
の障がいを有する家庭

児童育成手当
（育成手当）

障がいの状況が分か
るもの（手帳または
所定の診断書）、請求
者の振込先が分かる
もの

１万５５００円
（請求翌月
から）

身体障害者手帳１・２級、愛
の手帳１～３度、脳性まひ、
進行性筋萎縮症のいずれかに
該当する２０歳未満の児童を養
育している方

児童育成手当
（障害手当）

２０１２年度（２０１１年中）所得限度額表（前年度と同額）
所得限度額扶養親族等の数
３６８万４０００円０人
４０６万４０００円１人
４４４万４０００円２人
４８２万４０００円３人

１人増えるごとに３８万円加算
※扶養人数が１人増えるごとに、所得額に３８万円加算します。
※所得（給与所得者は給与所得控除後の額）から控除可能な
ものを控除して所得を審査します。控除可能なものについ
ては、子ども総務課へお問い合わせ下さい。

※上記の所得限度額は、既に一律控除額８万円を加算して表
示しています。

山元町で皆さんときれいな花を
植えました

問子ども総務課
辺辺７２４・２１４３返７２４・１１８９


